
「新潟県困難な問題を抱える女性支援及び配偶者暴力防止・ 

被害者支援基本計画」指標の変更について 

 

１ 概要 

「新潟県困難な問題を抱える女性支援及び配偶者暴力防止・被害者支援基本計画」

（以下、「女性計画」という）の指標のうち、「新潟県総合計画」（以下、「総合計画」

という）及び「新潟県自殺対策計画」に合わせて設定した以下の指標について、令

和７年３月にそれぞれの計画が改定されたことに伴い、女性計画の指標についても

変更するもの。 

 

２ 変更となる指標 

  別紙のとおり 

 

３ 計画改定時の主な変更理由 

  (1)人権を尊重することは「とても大切だと思う」県民の割合 

   ○前計画の目標は「増加させる」だったが、評価にあたり、具体的な数値目標を

設定したほうがよいとの意見をいただいたところ。 

   〇令和 14年度は、過去の割合の最高値を超える、67.5％を目標に設定 

 (2)大学進学率の差 

   ○学習機会の提供は進展していると感じており次期計画では実質が把握できる 

アウトカム設定をお願いしたいなどの意見をいただいたところ。 

   ○貧困の連鎖の防止のためには、生まれ育った環境にかかわらず、希望する進 

路を達成できるようにする必要があることから、大学等への進学についても、

一般世帯と同じレベルになることが最終的な目標となるため、「一般世帯のこ

どもの進学率の差を縮小させる」ことを目標とする。 

   ○生活保護世帯のこどもの卒業生が 100 人未満であり、年度による進学率の変

動が大きいことから、過去５年間平均値を算出し、令和 10年度目標では現状

値の 3.2ポイント減の 25.0ポイントとし、令和 14年度目標は令和 10年度目

標の 3.0ポイント減の 22.0ポイントを目標に設定 

 (3)就職者の割合 

   ○就職率は当該年度の経済・社会情勢の影響を受けることから、４年をスパン

として各年度移動平均値で算出し、目標値は直近 10年の就業率で最も移動平

均値が高かった 67.6％を上回る 70％としたもの。 

○令和 10年度目標では現状値の約 10％増の 62.5％とし、令和 14年度目標は 

令和 10年度目標の約 10％増の 70.0％を目標に設定 

  (4)自殺死亡率（人口 10万人当たりの自殺者数） 

   〇国の指標にあわせて、自殺者数から、自殺死亡率への変更を行う。 

〇数値目標の設定にあたっては、人口減少や過去の減少幅を踏まえ、令和 10年 

度目標では、現状値の 1.7％減の 17.5％とし、令和 14年度目標は令和 10年 

度目標の 1.4%減の 16.1％を目標に設定 
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1
人権を尊重することは
「とても大切だと思
う」県民の割合

64.4% H30 67.5% R2 増加 R6 1
人権を尊重することは
「とても大切だと思
う」県民の割合

66.4% R6 67.0% R10 67.5% R14

・「新潟県総合計画」の指標（Ⅰ-３-(1)①誰もが個人として尊重され、 ・「新潟県総合計画」の指標（Ⅰ-３-(1)①誰もが個人として尊重され、

共に暮らせる社会の実現）と整合を図ります。 共に暮らせる社会の実現）と整合を図ります。

1
生活困窮世帯等のこど
もへの学習支援を利用
できる市町村

21市町村 H29 2３市町村 R１ 30市町村 R6 1
生活保護世帯と一般世
帯のこどもの大学等進
学率の差

28.2ポイン
ト

令和元年
4月1日
～

令和5年
4月1日
平均

25.0ポイン
ト

令和6年
4月1日
～

令和10
年4月1
日平均

22.0ポイン
ト

令和10
年4月1
日
～

令和14
年4月1
日平均

2

ひとり親家庭等就業・
自立支援センターにお
ける相談者に占める就
職者の割合

38.6% H29 56.5%
H29～
R2平均

60.0%
H29～
R6平均

2
ひとり親家庭等就業・
自立支援センター相談
者の就職率

55.1%

平成29
年度～
令和5年
度平均

62.5%

令和7年
度～

令和10
年度平均

70.0%

令和11
年度～
令和14
年度平均

3
自殺者数
（自殺死亡率）

504人
（22.0％）
（参考）
うち女性
156人

（13.2%）

H27

413人
（18.9％）
（参考）
うち女性
141人

（12.5%）

R2
県内自殺者
総数322人

以下
R6 3

自殺死亡率（人口10
万人当たりの自殺者
数）

19.2% R5 17.5% R10 16.1% R14

基本目標Ⅰ　すべての女性が個人として尊重され、自立して暮らすことが
　　　　　　できる社会の実現
～人権尊重、男女平等により、差別を許さない社会づくりを目指します～

・項目１～３は以下の他計画の指標と整合を図ります。
　項目１、２：「新潟県総合計画」の指標（Ⅰ-２-(２)③子どもの貧困対策の推進）
　項目３：「新潟県自殺対策計画」の指標

基本目標Ⅲ　一人ひとりの困りごとに応じた支援の強化
～一人ひとりの事情に対応した適切な支援を実施します～

変更前

指　標 計画策定時点 中間評価時点 目標

指　標 計画策定時点 中間評価時点 目標

・項目１～３は以下の他計画の指標と整合を図ります。
　項目１、２：「新潟県総合計画」の指標（Ⅰ-２-(１)③こどもの貧困対策の推進）
　項目３：「第２期新潟県自殺対策計画」の指標

指　標 計画策定時点 R10目標 R14目標

基本目標Ⅲ　一人ひとりの困りごとに応じた支援の強化
～一人ひとりの事情に対応した適切な支援を実施します～

変更後

指　標 計画策定時点 R10目標 R14目標

基本目標Ⅰ　すべての女性が個人として尊重され、自立して暮らすことが
　　　　　　できる社会の実現
～人権尊重、男女平等により、差別を許さない社会づくりを目指します～
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